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株式交換契約書 

 エクシオグループ株式会社（以下「甲」という。）と光陽エンジニアリング株式会社（以

下「乙」という。）は、以下のとおり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（株式交換） 

  甲及び乙は、本契約の定めに基づき、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子

会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、乙の発行済株式（た

だし、甲が保有する乙の株式を除く。）の全部を取得するものとする。 

 

第２条（商号及び住所） 

 甲及び乙の商号及び住所は、それぞれ次のとおりである。 

(１) 甲（株式交換完全親会社）  

商号：エクシオグループ株式会社 

住所：東京都渋谷区渋谷３丁目２９番２０号 

  

(２) 乙（株式交換完全子会社） 

商号：光陽エンジニアリング株式会社 

住所：静岡県静岡市駿河区下川原４丁目２６番２８号 

 

第３条（効力発生日） 

  本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、令和４年１月

３１日とする。ただし、本株式交換の手続の進行に応じ必要がある場合、甲乙協議のう

え合意により、効力発生日を変更することができる。 

 

第４条（株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

１ 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式（ただし、甲が保

有する乙の株式を除く。）の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」という。）の

乙の株主名簿に記載または記録された乙の株主のうち甲を除く株主（以下「本割当対象

株主」という。）に対し、その保有する乙の株式の合計数に１，０００を乗じて得た数

の甲の普通株式を交付する。 

２ 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その保有する乙の株式１株につ

き、甲の普通株式１，０００株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。 

３ 甲は、本株式交換に際して交付する甲の普通株式については、新たな株式の発行を行

わず、その保有する自己株式を交付する。 

４ 本株式交換に際して、本割当対象株主に対し交付する甲の普通株式の数に１株に満

たない端数があるときは、甲は、会社法第２３４条その他の関係法令の規定に従い、そ

の端数の合計数（合計数に１株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものと

する。）に相当する甲の普通株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて当該株

主に交付する。 



第５条（資本金及び準備金の額に関する事項） 

  本株式交換に際して、甲の資本金及び準備金の額は、変動しないものとする。 

 

第６条（自己株式の消却） 

  乙は、基準時において乙が保有するすべての自己株式（本株式交換に関する会社法第

７８５条第１項に基づく乙の株主の株式買取請求に応じて乙が取得する株式を含む。）

を、効力発生日の前日までに開催する乙の取締役会決議により、基準時において消却す

る。 

 

第７条（善管注意義務） 

  甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日まで、善良なる管理者としての注意をもっ

てそれぞれの業務執行及び財産管理、運営を行い、その財産または権利義務について重

大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ相手方の同意を得たうえで行うものと

する。 

 

第８条（株主総会における承認決議） 

１ 甲は会社法第７９６条第２項柱書本文の規定により、本契約につき会社法第７９５

条第１項に定める株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行う。ただし、会社法第

７９６条第３項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要となった場合には、

甲は効力発生日の前日までに、株主総会を開催し、本契約を承認する決議を得るものと

する。 

２ 乙は、効力発生日の前日までに、株主総会を開催し、本契約を承認する決議を得るも

のとする。 

 

第９条（契約の変更及び解除） 

  甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日までの間に、①天変地異その他の事由によ

って甲もしくは乙の財産状態もしくは経営状態に重要な変動が生じた場合、②本株式

交換の実行に重大な支障となる事態もしくはその実行を著しく困難にする事態が生じ

た場合、または③甲もしくは乙が本契約に重大な点において違反した場合には、甲乙協

議のうえ合意により本契約の内容を変更し、または本契約を解除することができる。 

 

第１０条（契約の効力） 

  本契約は、効力発生日の前日までに、甲（ただし、第８条第１項ただし書の場合に限

る。）もしくは乙の株主総会の決議による承認が得られなかった場合、または前条に従

い本契約が解除された場合には、その効力を失う。 

 

第１１条（合意管轄） 

  本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

 



第１２条（協議事項） 

  甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関して疑義が生じた事

項については、誠実に協議のうえ、解決するものとする。 

 

本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有す

る。 

 

 

令和３年１２月１７日 

甲    東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 

エクシオグループ株式会社 

代表取締役社長 舩橋 哲也 

 

 

 

乙    静岡県静岡市駿河区下川原四丁目２６番２８号 

光陽エンジニアリング株式会社 

代表取締役社長 片野 節男 
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